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６回180日の範囲内で自由に設定６回180日の範囲内で自由に設定

要求実現要求実現

平成29年度組織改正について（案）
※当局説明を元に府職労作成

政策企画部
現行現行 改正後改正後

万博誘致推進室
※平成28年11月21日設置

万博誘致推進室

総務部
現行現行 改正後改正後

　　　　　
庁舎管理課　　
庁舎周辺整備課

庁舎室　　　　　
庁舎管理課
庁舎整備課

IT推進課 IT・業務改革課

財務部
現行現行 改正後改正後

行政改革課 行政経営課

府民文化部
現行現行 改正後改正後

都市魅力創造局
　 企画・観光課
　 魅力づくり推進課
　 文化・スポーツ課
　 国際課

都市魅力創造局
　 企画・観光課
　 魅力づくり推進課
　 
　 国際課

文化・スポーツ室
　 文化課
　 スポーツ振興課

IR推進局
現行現行 改正後改正後

（新設）
IR推進局
　 企画課
　 推進課

所属 職種 人員 内容

政
策
企
画
部

政
策
企
画
部

企画室 行政 ＋ １ 業務量増
行政等 △ ８ 移管減

戦略事業室 行政 △ １ 業務処理体制の変
万博誘致推進室 行政等 ＋ 30 組織の新設
消防学校 技術 ＋ １ 職種振替

行政 △ １ 職種振替

総
務
部

総
務
部

（庁舎管理課） 行政等 △ 84 組織の廃止
（庁舎周辺整備課） 行政等 △ 10 組織の廃止
庁舎室 行政等 ＋ 91 組織の新設

守衛 （△ １） 暫定不補充
（IT推進課） 行政 △ 22 組織の廃止
IT・業務改革課 行政 ＋ 24 組織の新設
統計課 行政 ＋ 15 業務量増

行政 △ 18 業務量減

財
務
部

財
務
部

財政課 行政 △ ３ 業務量減
（行政改革課） 行政 △ 28 組織の廃止
行政経営課 行政 ＋ 23 組織の新設
財産活用課 技術 ＋ １ 業務量増

技術 △ １ 業務処理体制の変
税務局 行政 ＋ １ 業務運営体制の整

行政 △ ５ 業務量減等
府税事務所
（中央、なにわ北、なにわ
南、三島、豊能、泉北、
泉南、南河内、中河内、
北河内）

行政 ＋ ４ 業務運営体制の整
行政 △ 20 業務処理体制の変

中央府税事務所 電話交換手 （△ １） 暫定不補充
三島府税事務所 営繕工 △ １ 業務処理方法の変
大阪自動車税事務所 行政 △ ３ 業務処理体制の変

府
民
文
化
部

府
民
文
化
部

府民文化総務課 行政 ＋ １ 業務量増
行政 △ １ 業務処理体制の変

人権局 行政 △ １ 業務量減
府政情報室 行政 △ １ 業務処理体制の変
都市魅力創造局 行政 ＋ ９ 業務量増等

行政等 △ 52 移管減等
文化・スポーツ室 行政等 ＋ 40 組織の新設
日本万国博覧会
記念公園事務所

行政 ＋ １ 業務量増
行政 △ １ 業務処理体制の変

Ｉ
Ｒ
推
進
局

Ｉ
Ｒ
推
進
局

企画課 行政等 ＋ 15 組織の新設

推進課 行政等 ＋ 16 組織の新設
　かつての大阪府には、本人のケガや病気、出産・育児のための制度はありまし
たが、家族の介護のための制度はありませんでした。
　府職労の長年の要求で、1981年に全国に先駆けて看護欠勤制度がスタートし、
その後の運動で介護休暇（無給）や短期介護休暇（有給）などが実現しました。
　また、今回は国の法改正もあり、これまで１回あたり30日に制限されていた介
護休暇の取得要件が緩和されます。
　府職労は引き続き、制度の拡充を求めて取り組みをすすめます。

◎Ｈ.29.４.１以前に取得している介護休暇に対して、遡及は行いません。
例） Ｈ.29.３まで「２回（60日）」を取得 ⇒ 残り４回（120日）を職員が指定する期間

で取得することが可能
　　　【注】 Ｈ29.３までに承認された２回分の合計が40日（現行の上限は60日）であ

っても、残り４回の取得可能日数は140日にはなりません。

時間外勤務実績に着目した人員配置時間外勤務実績に着目し

部局名部局名 所属名所属名 削減数削

総務部 統計課　　　　　　

財務部

財産活用課　　　　

中央府税事務所　　

なにわ北府税事務所

なにわ南府税事務所

三島府税事務所　　

豊能府税事務所　　

泉北府税事務所　　

泉南府税事務所　　

南河内府税事務所　

中河内府税事務所　

北河内府税事務所　

大阪自動車税事務所

都市整備部 用地課　　　　　　

計

定数 削 減対象所 属定数削減対象所属

平成29年度　職員定数配置計画平

健康医療部
現行現行 改正後改正後

公衆衛生研究所 廃止

環境農林水産部
現行現行 改正後改正後

動物愛護管理センター
　 企画推進課
　 管理指導課

　 箕面支所
　 四條畷支所
　 泉佐野支所

財務部
現行現行 改正後改正後

なにわ北府税事務所
　 総務課
　 個人事業税利子割課
　 不動産諸税課
　 
　 軽油引取税課
　 管理課
　 納税課

なにわ北府税事務所
　 総務課
　 個人事業税利子割課
　 不動産取得税課
　 宿泊諸税課
　 軽油引取税課
　 管理課
　 納税課

改正後

※介護できる家族等の状況に合わせ、柔軟に取得することが可能に

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

申請日数 20日 25日 50日 70日 ５日 10日

被介護人が介護を必要とする―の継続する状態

職員の申出に基づき指定する期間職員の申出に基づき指定する期間

介護休暇の１回あたりの取得期間（30日）の制限廃止

「介護休暇」の１回の申請で連続する期間の日数は
「１回の申請で30日（週休日、休日及び代休日を含む）」から
「職員の申出に基づき指定する期間（週休日、休日及び代休日を含む）」
に変更します。（合計日数及び取得回数は変更なし）

改正内容改正内容（平成29年４月１日から実施）（平成29年４月１日から実施）

出 先 機 関出 先 機 関


